
（６）徴収猶予に関する調べ

税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数
(46,000) -        
46,000                -        

個 人 -                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

(169,600) (1)
169,600               1        

(1,261,378,500) (3,763)
1,281,138,500      3,829  

(75,700) (2)
75,700                2        

(1,261,669,800) (3,766)
1,281,449,800      3,833  

(1,099,983,569) (1,667) (5,634,910) (20)
1,191,838,653      1,813  322,478,010         221      
(2,361,653,369) (5,433) (5,634,910) (20)
2,473,288,453      5,646  3,191,722,858      2,102   

137,300               1         -                        -        137,300               1        -                        -         

796,677               2         155,681               -        640,996               2        -                        -         

上記のうち地方税法第１５条及び同法附則第１２条以外の徴収猶予
（単位　円）

税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数

(1,261,378,500) (3,763)
1,281,138,500 3,829

(75,700) (2)
75,700 2

(1,261,454,200) (3,765)
1,281,214,200 3,831

(1,093,622,769) (1,674)
1,170,314,149 1,798

(2,355,076,969) (5,439)
2,451,528,349 5,629

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

-                        

1,812   

2,869,244,848      1,881   

1,810

-        

法 人

合 計

-        

3,069,439,179      

900      

-         

6,589   

軽 油 引 取 税

-                        

875    

5        

-        

11       

減額、取消又は
他処分への移動額

-                        

-                        

差引徴収猶予額

-         

-        

20,000                1        

-                        

-        

-                        

備考　 徴収猶予の承認後に課税の取消し又は減額となったものについては、「減額、取消又は他処分への移動額」欄に（　）内書きとして
　　  記載した。

1,260,225,400

収　入　済　額

23,569,468,749    

2,127   

373,300               530,800               

計 22,135,341,301     

自動車取得税
（法第125条
該当）

93      

5,665

-        

23,690,463,817     

滞 納 繰 越 分

現 年 課 税 分
(地方法人特別税 )

滞 納 繰 越 分
(地方法人特別税 )

2         

75,700                2         

自 動 車 税

199

2,868,954,948

-        

1,874

-         

2         

-                        

3,497,300            

-                        -         

62

-        

-                        -         

968    

21,964,236,501    

-                        

1,605,232,248
軽油引取税
（法第144条の29
該当）

計

-                        

差引徴収猶予額収　入　済　額 減額、取消又は
他処分への移動額

不 動 産 取 得 税

565,000               2        -                        -         

2,710,892,700      5,670   

法 人 県 民 税

29      

790,100               1        3,497,300            2         

1,260,377,800      

611,000               2         

4,457,000            4         
事業税

169,376,400         

21,964,236,501    

区　　分
徴　収　猶　予　額

-                        

-                        

-        

838     

-        

法人県民税
（法第55条の2
他該当）

-                        

法人事業税
（法第72条の38
の2他該当）

3,497,300            

75,700                

-         

11,535,000

23,569,468,749 900

-         
軽油引取税
（法第700条の21
該当）

（単位　円）

不動産取得税
（法第73条の25
他該当）

旧 法 に よ る 税
（ 軽 油 引 取 税 ）

区 分
徴　収　猶　予　額

26,286,035,949     

-                        

2,552,898,900 26

-                        

29,355,475,128     8,716   

-                        

-                        838     

-        

1,555,122,516      

2         

自 動 車 取 得 税 -         

1,605,232,248      62       

137,500               5         

備考　 徴収猶予の承認後に課税の取消し又は減額となったものについては、「減額、取消又は他処分への移動額」欄に（　）内書きとして
　 　 記載した。

-                        -        

現 年 課 税 分
(地方法人特別税 )

29,163,649,295 8,650 23,527,277,698 948

315,888,300

21,975,771,501

2,081 1,551,506,197

6,569 864

84

26,125,940,649

合 計

滞 納 繰 越 分

3,184,843,248 2,073

-                        

3,037,708,646

滞 納 繰 越 分
(地方法人特別税 )


